
　

ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ
も
り
・
不
登
校
な
ど

　

悩
み
を
相
談
し
ま
せ
ん
か

　

医
療
・
就
労
・
学
校
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

あ
る
の
で
、
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
で
相
談
で

き
ま
す
。
現
在
は
、
電
話
や
メ
ー
ル
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
。

対 

象　

15
～
39
歳
の
人
、
そ
の
家
族
・　

支
援
者
な
ど

相
談
受
け
付
け

▪
電
話　

月
～
金
曜
８
時
30
分
～
21
時

　

☎
０
９
６（
３
８
７
）７
０
０
０

▪
メ
ー
ル　

 

24
時
間
対
応（
返
信
は
８　
　
　
　
　

 

時
30
分
～
17
時
30
分
）

　

ko
w

a
ka

-co
co

n

@
w

in
d
.o

cn
.n

e
.jp

問 

県
子
ど
も
・
若
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
９
６（
３
８
７
）７
０
０
０

税
　

市
税
は
納
期
限
内
に

　

納
め
ま
し
ょ
う

　

市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
国
民
健

康
保
険
税
は
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督

促
手
数
料
や
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
自
主
納
付
が
無
い
場
合
に
は

滞
納
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で　

納
税
が
難
し
い
人
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

事
業
な
ど
の
収
入
が
減
少
し
、
納
税
が

難
し
い
場
合
、
１
年
間
、
納
税
猶
予
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象

　

次
の
全
て
を
満
た
す
個
人
・
法
人

▪ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、　

２
月
以
降
の
任
意
の
期
間
、
事
業
な　

ど
の
収
入
が
前
年
同
期
に
比
べ
お
お　

む
ね
20
％
以
上
減
少

▪
納
入
・
納
付
が
困
難

対 

象
の
地
方
税　

納
期
限
が
２
月
１
日　

～
令
和
３
年
１
月
31
日
の
個
人
住
民　

税
、
法
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税
な　

ど（
証
紙
で
納
め
る
も
の
を
除
く
）

申 

請
期
限　

６
月
30
日
㊋
ま
た
は
納
期　

限
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

申 
請
方
法　

申
請
書
と
必
要
書
類
を
郵　

送
、
ま
た
は
窓
口
に
提
出

問 

債
権
管
理
課　

☎（
32
）１
４
９
７

　

税
務
署
で
の
相
談
は

　

事
前
予
約
を

　

税
務
署
で
は
通
常
、
申
告
な
ど
の
相

談
は
先
着
順
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
収
束
ま
で
は
事

前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

宇
土
税
務
署　

☎（
22
）０
４
１
０

月刊　宇城通信あなたのくらしにピタッと

お
し
ら
せ

　

児
童
手
当
の
現
況
届
は

　

期
限
ま
で
に
提
出
を

　

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
時
点
の

受
給
者
の
所
得
や
子
ど
も
の
養
育
状
況

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
届
け
出

が
な
い
と
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

市
か
ら
６
月
中
旬
ま
で
に
郵
送
す
る

現
況
届
に
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
え

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
公
務
員
は
勤

務
先
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

６
月
30
日
㊋

持 

参
物　

現
況
届
、
受
給
者
の
健
康
保　

険
証（
コ
ピ
ー
可
）、
印
鑑

※ 

状
況
に
応
じ
て
必
要
な
書
類
が
あ
り　

ま
す
。
詳
細
は
郵
送
す
る
通
知
を
確　

認
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先　

子
育
て
支
援
課
、
各
支
所

※
混
雑
し
密
集
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、

　

で
き
る
だ
け
自
宅
近
く
の
窓
口
で
手

　

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課  

☎（
33
）１
１
１
８

　

農
業
者
年
金
の

　

受
給
資
格
を
確
認
し
ま
す

　

農
業
者
年
金
受
給
者
の
受
給
資
格
が

あ
る
か
確
認
す
る
た
め
、
農
業
者
年
金

基
金
か
ら
５
月
下
旬
に「
現
況
届
」が
送

付
さ
れ
て
い
ま
す
。
期
限
ま
で
に
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

６
月
30
日
㊋

提
出
先　

事
務
局
、
各
支
所

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

　

 

☎（
32
）１
３
４
１

　

無
人
航
空
機
で
の
農
薬
散
布

　

は
ル
ー
ル
を
守
っ
て

　

無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
ド
ロ
ー
ン
な

ど
の
無
人
航
空
機
を
使
っ
て
農
薬
散
布

な
ど
を
行
う
場
合
は
、
国
土
交
通
大
臣

の
許
可
・
承
認
と
、
県
へ
の
散
布
計
画

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
散
布
す
る
と
き
は
周
り
の
人

や
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
な
ど
に
農
薬
が
飛

散
し
な
い
よ
う
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

県
農
業
技
術
課

　

 

☎
０
９
６（
３
３
３
）２
３
８
１

　

中
山
間
直
接
支
払
制
度
の

　

実
施
状
況
を
公
表
し
ま
す

　

市
で
は
、
農
業
の
生
産
条
件
が
不
利

な
地
域
で
の
農
業
生
産
活
動
を
継
続
す

る
た
め
に
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払

制
度
で
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
度
の
交
付
金
額

交
付
金
を
利
用
し
た
主
な
活
動

▪ 

農
地
法の
り

面
崩
壊
防
止
の
た
め
の
定
期

的
な
点
検

▪ 

作
業
道
設
置
な
ど
簡
易
な
基
盤
整
備

▪ 

定
期
的
な
農
道
・
水
路
の
清
掃
や
簡　

易
補
修

▪ 

景
観
作
物
の
植
え
付
け

▪ 
農
地
と
一
体
と
な
っ
た
周
辺
林
地
の　

下
草
刈
り

▪ 

土
壌
流
亡
に
配
慮
し
た
営
農

問 

農
政
課　

☎（
32
）１
６
４
１

　

農
地
の
賃
借
料
を

　

公
開
し
ま
す

　

平
成
31
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
締

結（
公
告
）さ
れ
た
賃
貸
借
の
賃
借
料
水

準（
10
ａ
当
た
り
）を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

　

 

☎（
32
）１
３
４
１

地目 地域 賃借料 最高額 最低額 データ数

田

三角

12,000円

26,300円 3,700円 16

不知火 30,700円 10,000円 14

松橋 19,300円 10,000円 154

小川 16,900円 8,900円 213

豊野 12,000円 9,900円 112

畑（普通畑）
市全域

9,000円 15,000円 5,500円 35

畑（樹園地） 10,000円 15,100円 5,000円 19

電話や窓口で

予約してね♪

おわび
　宇城市総合カレンダー（松橋町）に記載
の納期限に誤りがありました。
　おわびし、次のとおり訂正します。

　誤　12月29日㊋
　正　12月28日㊊

申請書など
詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

メールは
こちら

地域 集落
協定数

協定
参加者数

協定農用地
面積（ha） 交付金

（千円）
田 畑

三角 12 182 3.8 313.5 28,847

不知火 11 117 1.4 149.6 11,929

豊野 4 160 40.4 0.3 7,867

小川 9 151 54.4 31.8 12,226

合計 36 610 100.0 495.2 60,869

　生涯学習課の指
導員が児童・生徒
の悩みや、保護者
や家族からの子育
てについての相談
を受け、解決に向
けて一緒に取り組
みます。
日時　月～金曜　9時～17時
　　　※祝日、年末年始を除く
　　　※メールは24時間受け付け
相談方法
▪電　話　☎090－7168－3883

▪メール　ukishi.kodomo.anshin

@docomo.ne.jp

▪相談フォーム

問 生涯学習課　☎32－1934

宇城市子どもあんしんコール

メールは
こちら

相談
フォームは

こちら

25 広報うき 2020・6・1 24広報うき 2020・6・1


